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　上下水道料金の支払いに口座振替を利用すると、振替日に指定口座から自動的に料金が納入されます。
支払いに行く手間や払い忘れもなく、大変便利です。
　ぜひ、便利で安心な口座振替をご利用ください。
○振 替 日
　毎月25日(土・日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日)
　※窓口での手続き後、口座振替が適用されるまでの1 ～ 2か月は、納付書でお支払いください。
○申込方法　
　次の金融機関(本店・各支店)の窓口でお申し込みください。
　・常陽銀行　　　・筑波銀行　　　・茨城県信用組合　　・東日本銀行　　・常陸農業協同組合(支店のみ)
　・水戸信用金庫　・烏山信用金庫　・中央労働金庫　　・ゆうちょ銀行、郵便局
○申し込みの際に必要なもの
　・通帳など口座番号がわかるもの
　・通帳の届出印
　・お客様番号がわかるもの(納入通知書など)
※口座振替依頼書(申込用紙)は、市内の金融機関及び水道課・各総合支所にあります。

上下水道料金の支払いは便利で安心な口座振替をご利用ください

平成29年度小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈について

　社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会は、ひ
とり親家庭(母子家庭・父子家庭)で、平成29年4
月に小学校に入学するお子さんに入学祝品(学用
品)を贈呈します。
　祝品を希望する保護者の方は、平成29年1月31
日(火)までに下記の「入学祝品申込書」に必要事
項を記入のうえ、子育て支援室または各総合支所
市民福祉課に直接お申し込みください。

避難行動要支援者支援制度
　災害発生時に、自力での避難が難しい方を「避
難行動要支援者名簿」に登録し、避難支援等関係
者 ( 消防・民生委員・自治会・社会福祉協議会 ) に、
平常時からその情報を提供することで、災害時の
安否確認や避難誘導などに役立てるものです。
○避難行動要支援者名簿の登録対象者
　ア　75歳以上のみの高齢者世帯の方
　イ　要介護認定3 ～ 5を受けている方
　ウ　身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種
　　　を所持する身体障害者
　エ　療育手帳ⒶまたはAを所持する知的障害者
　オ　精神障害者福祉手帳1・2級を所持する単
　　　身世帯の方
　カ　特定疾患及び小児慢性特定疾患重症認定患者
　キ　その他支援が必要と市長が認めた方
※ア～キに該当する場合であっても、自力または
　同居する家族等のみで避難できる方や、施設等
　へ入所している方は対象外となります。
○登録を希望する方
　　お住いの地区担当の民生委員児童委員また
　は、福祉課の窓口で「避難行動要支援者申請書
　兼避難支援プラン」へ必要事項を記入、押印の
　うえ申請をお願いします。

　 水道課総務G　☎52-0427問

申請・　  　　福祉課社会福祉G　
　　　　　　  ☎52-1111　内線134

問 本庁

　　 　　 福祉課子育て支援室
　　　　  ☎52-1111　内線138   
　　　　  市民福祉課市民福祉Ｇ　☎57-2121(代表)
　　　　  市民福祉課市民福祉Ｇ　☎58-2111(代表)
　　　　  市民福祉課市民福祉Ｇ　☎56-2111(代表)
　　　　  市民福祉課市民福祉Ｇ　☎55-2111(代表)

申込 本庁

山支
美支
緒支
御支

　 社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会
　 ☎029-221-7505　担当：五十嵐
　 常陸大宮市母子寡婦福祉会
　 ☎52-3890　　会長：菊池　孝子

問

※本申込書の個人情報については、目的以外には一切使用し
　ません。
※入学祝品は、申し込み数により決定しますが、ノートや鉛
　筆などの学用品を予定しています。

入学祝品申込書
き　り　と　り

住　　所 〒

保護者名
児 童 名 (男・女)
生年月日 平 成 　 年 　 月 　 日
電話番号 ☎


